
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和６年 ９月１１日 第２例会  鹿沼商工会議所３F 

 

会長挨拶 

 

 相続手続きと言っても、様々な場面があります。 

会社経営で問題となるのが、株の行方です、つまり、「会社の実権を握っている株主

は誰なのか」、あるいは、「親が大株主で、その後自分があとを引き継いだが譲渡の手続

をしていない、親は認知症になってしまった」とか、こうなると、会社の定款を変更し

なければならない時や、会社を経営していくための様々な決議が出来ないケースも出て

きます。 

さて、今日は、会社、法人問題とは別ですが、令和６年４月１日から相続登記の義務

化制度がはじまった話しを少し致します。 

この制度は、相続（遺言を含む。）により不動産の所有権を取得した相続人は、自己

のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを

知った日から３年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。  

 これは、所有者不明土地をなくすことが目的の一つになっています。 

 この登記を、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、１０万円以下の過料の

適用対象となることとされました。 

 また、施行日以前に開始した相続については、令和９年３月３１日までに相続登記を

すれば問題ありません。 

 遺産分割協議が出来ないとか、争いがあるとかの場合は、どうすればいいのか、相続

人申告登記という制度がありますので利用するといいと思います。 

 ただ、この登記は、権利関係を公示するものではないので、処分したり、何らかの登記をする場合は、相続登記をしなけれ

ばならないことには変わりはありません。 

 空き家問題や、所有者不明土地問題は、公共事業や災害時の対応に着手出来なかったりすることがあるので、これからも新

しい法律の施行により、全国的にも円滑な解決策が必要になると思われます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員卓話 「今年後半の相場感」 齋藤 真生会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまのスマイルは奉仕事業に使われております 

 

スマイル 亀山弘晃委員長 

 ・大門信吾会長 

   齋藤さん卓話ありがとうございました。 

   大変参考になりました。 

 ・原田 篤会員 

   齋藤支店長、卓話ありがとうございました。 

   プログラム委員会からのご注意！ 

   「投資はあくまでも自己責任で！」よろしくお願いします 

 ・橋田一成会員 

   齋藤支店長、卓話ありがとうございました。 

   今年の夏の相場下落の解説よく理解できました。 

 ・倉澤安行会員 

   齋藤さん、株のお話しありがとうございました。 

   大変勉強になりました。 

   年末にかけて楽観的に見たいと思います。 

  

 

 

・出席報告  篠原尉浩委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４１名 

出席計算会員数 ４０名 

メークアップ １名 大島 

欠席者 １１名 赤羽、片浦、加藤、熊倉、鈴木 

刀川、舘野、仲田、安田、湯澤、前田 

出席率 ７２．５０％ 

例会参加率 ６８．２９％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


